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９条は生きている 憲法には力がある！この力を新たな運動のパワーに。 
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☆「通信」第一号で、歴史に残る「違憲判決」のニュースをお伝えできることに、このうえない喜びと誇りを感じます。 

◆平和憲法の力がまざまざと示された日、08年 4月 17 日＠名古屋。 

鳴り止まぬ拍手。歓声、感涙……。各地で運動をともにしてきた皆さんと歴史的瞬間を共有しました。 
春の雨。全国の仲間の期待を集めた判決言い渡しを 40分後にひかえ、名古屋高裁前では集会が開かれました。 

参加者は200人。重なり合う傘……。２年前の７月20日、降りしきる雨の下を200人でパレードした大阪地裁判決（人格権

を根拠とした差止請求を棄却とした）の日を思い出させるような光景でした。 

 

判決は、第１～５次・６次訴訟、天木直人さん分離訴訟の３件いずれも控訴を棄却した。が、そのあと高田健一裁判長は、

依願退官された青山邦夫裁判長（64）にかわって「判決理由の要旨」をおよそ20分間にわたって代読しました。 

「主文だけでなく判決理由も述べてください」。関西では地裁へも高裁へも何度も要請を重ねながら実現しなかったことが

いま目の前で行われている。そう実感するだけでも驚きでしたが、読み進められていく内容は、メモをとる手が震え、心が震

え、感動がこみあげてくるような凄いものでした。「思いもかけなかった」とでも表現するしかないような。 

 

……人を殺傷しまたは物を破壊する行為が現に行われている戦闘地域……補給活動は多国籍軍の戦闘行為にとって必

要不可欠な後方支援……他国による武力行使と一体化した行動、自らも武力の行使を行った……。私たちがこれまで声に

し、文書にし、訴えてきたことがそのまま読みあげられていく……。驚きがとまりません。 

直後、長いあいだ私たちが望みに望み、求め続けてきた「憲法９条１項に違反する活動を含んでいることが認められる」と

の言葉が発せられました。耳を疑いました。が、同時に 15 席あった記者席を埋めていた報道人の数人が立ちあがって法廷

を後にした。その動きで「違憲判決」を確信しました。 

 

よし！思わず拳を握る。裁判長の声はすでに「平和的生存権について」の内容に移っています。……憲法前文には法規

範性があり、９条がそれを国の行為の側から制度として規定し、13 条をはじめとする第三章が個別的な人権を規定している

ことから、平和的生存権は「憲法上の法的な権利」として認められるべきであり、裁判所に救済を求めることができる「具体的

権利性」が肯定される場合がある……。ペンをもったまま、ひとり小さく、何度も拍手。 

けれど法廷は静まりかえったまま。誰もがおおのおのに感懐をかみしめ、あるいは涙をぬぐっていたからでした。 

 

控訴人らは、それぞれの重い人生や経験等に裏打ちされた強い平和への信念や信条を有しているものであり……そこに

込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている 

ということができ……。 

大きな感動がこみあげました。青山裁判長は、みずからを「平和憲法下の日本国民」の立場にお 

お、私たちと同じ「平和憲法下の日本国民」として私たちの思いに共感してくれている。 

なんという人間味にあふれた素晴らしい判決だろう！声が届かない無念を抱きながら続けてきた 

関西での３年半の訴訟運動までもが、いちどに報いられた瞬間でした。辻弁護士が口癖のように 

おっしゃっていた「人格のにじみ出た、血の通った判決」。そういう判決に、いままさにこの場で出会 

っている……。言葉につくせぬ喜びに満たされながら、しみじみと幸いをかみしめました。 

 

集会会場ももちろん満席。「ついに違憲判決が出ました。全国のみなさんとともに喜びましょう」。冒頭の挨拶に立った川口

弁護士の第一声に大きな拍手が起こりました。「今のこの時期に違憲判決が出たことの意味は大きい。９条は生きている、 




